
 

議案第２０８号 

さいたま市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和５年１１月２９日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市都市公園条例の一部を改正する条例 

第１条 さいたま市都市公園条例（平成１３年さいたま市条例第２４４号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表第２（第６条、第７条関係） 

公園名 公園施

設名 供用日 供用時間 

［略］ 
沼影公園 屋内プ

ール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１月４日か

ら１２月２

８日まで 

午前９時

から午後

９時まで 

［略］ 
 備考 ［略］ 

別表第２（第６条、第７条関係） 

公園名 公園施

設名 供用日 供用時間 

［略］ 
沼影公園 屋外プ

ール 
６月から９

月までの間

で市長が定

める期間 

午前９時

から午後

６時まで 

屋内プ

ール 
１月４日か

ら１２月２

８日まで 

午前９時

から午後

９時まで 
アイス

スケー

ト場 

１月１日か

ら２月末日

まで及び１

２月１日か

ら同月３１

日まで 

 

［略］ 
 備考 ［略］ 

  
別表第４（第１９条、第３０条関係） 別表第４（第１９条、第３０条関係） 

   利用料金  
 

   利用料金  
 



 

公

園

名 

公園

施設

名 
区分 

午

前 
午

後 
全

日 
時

間

外

利

用

（

１

時

間

に

つ

き

） 

摘要 

午

前

９

時

か

ら

午

後

零

時

ま

で 

午

後

１

時

か

ら

午

後

５

時

ま

で 

午

前

９

時

か

ら

午

後

５

時

ま

で 
［略］ 

沼

影

公

園 

公

園

施

設 

屋

内

プ

ー

ル

通

常

利

用 

一

般 
１回につき 

４４０円 
１ 専用 

利用は、 
通常利 
用に支 
障のな 
い場合 
に限る。 

２ 幼児

の利用

につい

ては、

付添人

がある

場合に

限る。 

児

童

・ 
生

徒 

１回につき 

２２０円 

専

用 
利

用 

一

般 
１コース

１時間に

につき 

６６０円 

６

６

０

円 
 児

童

・

生 
徒 

１コース 
１時間に

つき ３

２０円 

３

２

０

円 

公

園

名 

公園

施設

名 
区分 

午

前 
午

後 
全

日 
時

間

外

利

用

（

１

時

間

に

つ

き

） 

摘要 

午

前

９

時

か

ら

午

後

零

時

ま

で 

午

後

１

時

か

ら

午

後

５

時

ま

で 

午

前

９

時

か

ら

午

後

５

時

ま

で 
［略］ 

沼

影

公

園 

公

園

施

設 

屋

外

プ

ー

ル 

通

常

利

用 

一

般 
１回につき 

４４０円 
１ 専用

利用（

屋外プ

ールに

ついて

は、５

０ｍプ

ール及

び飛込

みプー

ルに限

る。）

は、通

常利用

に支障

のない

場合に

限る。 
２ 幼児

の利用

につい

ては、

付添人

がある

場合に

限る。 

児

童

・

生

徒 

１回につき 

２２０円 

専

用

利

用 

一

般 
１時

間に

つき    

２

，４

２０

円 

１

５ 
， 
４

０

０

円 

２

，

４

２

０

円 

児

童

・

生

徒 

１時

間に

つき  

１

，２

００

円 

７ 
， 
７

０

０

円 

１

，

２

０

０

円 

屋

内

プ

ー

ル 

通

常

利

用 

一

般 
１回につき 

４４０円 
児

童

・ 
生

徒 

１回につき 

２２０円 

専

用 
利

用 

一

般 
１コース

１時間に

につき 

６６０円 

６

６

０

円 
    児

童 
１コース 
１時間に 

３

２ 



 

   
 

 
 

    

 附

属

設

備 

会議室 １時間に

つき １

３０円 

１

３

０

円 

 

放送・

電気設

備 

１時間に

つき ２

２０円 

２

２

０

円 
照明設

備 
１時間に

つき ４

４０円 

４

４

０

円 
コイン

ロッカ

ー 

１回につき 

５０円 

［略］ 
 備考 ［略］ 

   ・ つき ３ ０  
   生

徒 
２０円 円  

ア

イ

ス

ス

ケ

ー

ト

場 

通

常

利

用 

一

般 
１回につき 

６６０円 
専用利

用は、通

常利用に

支障のな

い場合に

限る。 

児

童

・

生

徒 

１回につき 

３２０円 

専

用

利

用 

一

般 
１時

間に

つき  

５

，５

００

円 

３

５ 
， 
２

０

０

円 

５

，

５

０

０

円 

児

童

・

生

徒 

１時

間に

つき  
２

，７

４０

円 

１ 
７

，

６

０

０

円 

２

，

７

４

０

円 

附

属

設

備 

会議室 １時間に

つき １

３０円 

１

３

０

円 
放送・

電気設

備 

１時間に

つき ２

２０円 

２

２

０

円 
照明設

備 
１時間に

つき ４

４０円 

４

４

０

円 
コイン

ロッカ

ー 

１回につき 

５０円 

［略］ 
 備考 ［略］ 

  

第２条 さいたま市都市公園条例の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を



 

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表第２（第６条、第７条関係） 

公園名 公園施

設名 供用日 供用時間 

［略］ 
 
 
 

［略］ 
 備考 ［略］ 

別表第２（第６条、第７条関係） 

公園名 公園施

設名 供用日 供用時間 

［略］ 
沼影公園 屋内プ

ール 
１月４日か

ら１２月２

８日まで 

午前９時

から午後

９時まで 
［略］ 

 備考 ［略］ 
  
別表第４（第１９条、第３０条関係） 別表第４（第１９条、第３０条関係） 

公

園

名 

公園

施設

名 
区分 

利用料金 

摘要 

午

前 
午

後 
全

日 
時

間

外

利

用

（

１

時

間

に

つ

き

） 

午

前

９

時

か

ら

午

後

零

時

ま

で 

午

後

１

時

か

ら

午

後

５

時

ま

で 

午

前

９

時

か

ら

午

後

５

時

ま

で 
［略］ 

 

公

園

名 

公園

施設

名 
区分 

利用料金 

摘要 

午

前 
午

後 
全

日 
時

間

外

利

用

（

１

時

間

に

つ

き

） 

午

前

９

時

か

ら

午

後

零

時

ま

で 

午

後

１

時

か

ら

午

後

５

時

ま

で 

午

前

９

時

か

ら

午

後

５

時

ま

で 
［略］ 

沼

影

公

園 
 

公

園

施

設 

屋

内

プ

ー

ル 

通

常

利

用

一

般 
１回につき 

４４０円 
１ 専用 

利用は、 
通常利 
用に支 
障のな 
い場合 
に限る。 

２ 幼児

の利用

につい

ては、 
付添人

がある

場合に 
限る。 

児

童

・ 
生

徒 

１回につき 

２２０円 

専

用

利

用

一

般 
１コース

１時間に

につき 

６６０円 

６

６

０

円 
児

童

・

生 

１コース 
１時間に

つき ３

２０円 

３

２

０

円 



 

 

［略］ 
 備考 ［略］ 

   徒   
 附

属 
設

備 

会議室 １時間に

つき １

３０円 

１

３

０

円 

 

放送・

電気設

備 

１時間に

つき ２

２０円 

２

２

０

円 
照明設

備 
１時間に

つき ４

４０円 

４

４

０

円 
コイン

ロッカ

ー 

１回につき 

５０円 

［略］ 
 備考 ［略］ 

  

附 則 
この条例中第１条の規定は令和６年４月１日から、第２条の規定は令和７年７月１

日から施行する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


